
   公立大学法人名古屋市立大学職員の退職手当に関する規程 

平成18年 4 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第18号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、公立大学法人名古屋市立大学職員就業規則（平成18年公立大学法人





（一部改正 平成25年達第63号） 

（通常の退職手当） 

第 4 条の 2  退職し、解雇され、又は死亡した者に対する退職手当の額は、次条及び第 6

条の規定により計算した退職手当の基本額に、第 6 条の 2 の 2 の規定により計算した退

職手当の調整額を加えて得た額とする。 

（一部改正 平成25年達第63号、令和 6 年達第48号） 

（普通退職の場合の退職手当の基本額） 

第 5 条 退職し、解雇され、又は死亡した者に対する退職手当の基本額は、退職手当を支

給する理由の生じた日におけるその者の公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関す

る規程（平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第12号。以下「給与規程」という 。）

に規定する給料の月額（以下「給料月額」という 。） の25分の 1 相当額（ 1 円未満の端

数が生じたときは、その端数は 1 円とする。以下「給料日額」という 。） にその者の勤







(4) 第 4 号区分 32,500円 

(5) 第 5 号区分 27,100円 

(6) 第 6 号区分 21,700円 

(7) 第 7 号区分 0  

2  退職し、解雇され、又は死亡した者の基礎在職期間に第 7 条第 5 項から第 9 項までに





む。）は、職員としての在職期間は引き続いたものてしに引ᄘ蔠てししし 職のて



第 1 号の規定により退職する場合 







2  前項第 2 号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から 5 年





払うことができる。 

 （実施に関し必要な事項） 

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（この規程により難い場合の措置） 



 （退職手当に係る日数の経過措置） 





期間及び特別特定減額前給料日額を基礎として、第 5 条又は第 6 条の規定により計算

した場合の退職手当の基本額に相当する額 



22 身分切替職員の退職手当の支給にあたっては、附則第 3 項から第 6 項までの規定を準



この規程による改正前の公立大学法人名古屋市立大学職員の退職手当に関する規程及び

同規程附則第11項の規定により計算して得た額又は改正後規程並びに同規程附則第3項





2 項中「各号（第 2 号、第 3 号及び第 6 号イを除く。）」を「第 4 号又は第 5 号」と読み

替えて計算して得た額のいずれか多い額とする。 





学職員の退職手当に関する規程の規定は、令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（令和 4 年 6 月13日公立大学法人名古屋市立大学達第89号） 


